
平成２８年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 7 府 省 庁 名    厚生労働省      

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（ ） 

要望 

項目名 
医療機関の設備投資に関する特例措置の創設 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

人口構造の変化に応じ、質が高く効率的な医療を提供するため、医療機関が（１）に掲げる固定資産を取得した場
合に、（２）に掲げる特別償却又は税額控除を認める措置を創設する。 
 
（１）対象となる固定資産 
 以下の目的に資する固定資産 
① 地域医療構想に沿った病床の機能分化・連携 
② 医療分野におけるＩＣＴ化の推進 
③ 医療従事者の勤務環境の改善 
④ 環境問題や非常時への対応 など 

 
（２）特別償却又は税額控除制度の選択適用 
  特別償却：取得価格の50%（ただし、建物・構築物は25%） 
  税額控除：取得価格の4%（ただし、建物・構築物は2%。また、本特例措置による控除額の上限は、当期の法

人税額等の20%） 

 

関係条文 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］      （ 精査中 ）      ［平年度］      （  精査中  ） 

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 

本特例措置の創設により、医療機関における一定の固定資産の取得を支援することで、質が高く効率的

な医療の提供への取組を推進する。 

 

（２）施策の必要性 

○ 人口減少や少子高齢化といった人口構造の変化等により、質の高い医療サービスへの需要は急速に拡大して
おり、社会保障の持続可能性を確保するためにも、地域の実情に応じた医療を効率的に提供する体制を構築す
ることが重要。 

○ 日本再興戦略等においても、医療提供体制の適正化のために、病床の機能分化・連携や医療のＩＴ化の推進
の重要性が位置付けられており、その取組の推進は急務である。 

 

【参考】 

○ 「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）（抄） 

・ 国民が安心して医療・介護サービスを受けられるよう、地域包括ケアシステムの充実・強化を図り患者の利
便性を高めるとともに、医療の質の向上や創薬等医療分野の研究開発環境整備、ヘルスケア産業の活性化など
に資するように十分な情報セキュリティ対策を講じた上でＩＣＴ化を強力に推進する。 

○ 経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年6月30日閣議決定）（抄） 

・ 医療資源を効果的・効率的に活用するための遠隔医療の推進、医療等分野でのデータのデジタル化・標準化
の推進や地域医療情報連携等の推進に取り組むとともに、医療介護の質の向上、研究開発促進、医療介護費用
の適正化などの医療介護政策へのデータの一層の活用や民間ヘルスケアビジネス等による医療等分野のデー
タ利活用の環境整備を進めるなど、医療等分野のＩＣＴ化を強力に推進する。 

・ 都道府県ごとの地域医療構想を策定し、データ分析による都道府県別の医療提供体制の差や将来必要となる
医療の「見える化」を行い、それを踏まえた病床の機能分化・連携を進める。 

 



本要望に 

対応する 

縮減案 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 
基本目標Ⅰ  安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること 
施策大目標１地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること 
施策目標１  日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること 

 

政策の 

達成目標 

 

医療機関における一定の固定資産の取得を支援することで、質が高く効率的な医療の提供への取組

を推進する。 

 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 
2年間 

同上の期間中

の達成目標 

 
政策の達成目標に同じ 

 

政策目標の 

達成状況 

 
― 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 
― 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 
新規の設備投資に係る特別償却・税額控除により、医療機関における投資判断を後押しすることが
でき、質が高く効率的な医療の提供につながるため、当該措置は有効である。 

 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

取得価額500万円以上の一定の医療機器を対象とした特別償却制度 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 
― 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

― 
 

要望の措置の 

妥当性 

 

医療機関における設備投資の拡大を通じ、質が高く効率的な医療を提供するという目標のた

めには、全国あまねく政策効果が行き渡る税制による措置を講ずることが適当。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

― 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

― 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

― 

前回要望時の 

達成目標 

 

― 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

― 

 

 

これまでの要望経緯 

 

― 
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